
2026年 3月 3日

中道改革連合 常 幹事会 次第 (第 1回 )

1.代表挨拶

2.報告。承認事項

<幹事長兼選挙対策委員長>        …。P.1
0中道改革連合・立憲民主党。公明党幹事長・国会対策委員長会談 (三幹三国)
の報告について
○常任幹事会の構成について
○惜敗者ヒアリングの開催について

○政治改革本部の設置について
○クラウドフアンディングの実施について

<政務調査会長>             …・P.5

0政調人事および部会編成、部会長・座長人事について
○ 中道改革連合。立憲民主党・公明党での政策決定の仕組みについて

○ 企業団体献金規制強化法案について

<国会対策委員長>
○国会対策委員会の役員構成について

O国会対応等について

…・P。 10

<組織委員長兼役員室長>

<企業・団体交流委員長>

<広報委員長>

3.協議・議決事項
<幹事長兼選挙対策委員長>        …。P.11
0京都府知事選挙に向けた候補者の推薦について

※ 次回常任幹事会の開催日程(調整中)
2026年3月 17日 (火)17:00@衆4控

4。 その他



中道改革連合 常任幹事会構成役員

2026年 2月 24日

代表

代表代行

副代表

幹事長兼選挙対策委員長

幹事長代行

選挙対策委員長代行

議員総会長兼常任幹事会議長

政務調査会長

政務調査会長代行

国会対策委員長

国会対策委員長代行

組織委員長兼役員室長

組織委員長代行兼役員室長代行

企業 日団体交流委員長

企業 口団体交流委員長代行

広報委員長

広報委員長代行

小川 淳也

山本 香苗

赤羽 ―嘉

西村智奈美

浮島 智子

早稲田夕季

階   猛

中野 洋昌

河西 宏一

菊田真紀子

岡本 三成

落合 貴之

重徳 和彦

中川 康洋

渡辺  創

山崎 正恭

田嶋  要

渡地 雅―

伊佐 進―

山岡 達丸

衆議院議員 ※

衆議院議員 ※

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員 ※

衆議院議員 ※

衆議院議員

衆議院議員 ※

衆議院議員 ※

衆議院議員

衆議院議員 ※

衆議院議員

衆議院議員 ※

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員 ※

衆議院議員

顧問 斉藤 鉄夫 衆議院議員

野田 佳彦 衆議院議員
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※…執行役員会構成メンバー



惜敗者ヒアリング (第 1回) 次第

日時 2月 28日 (土)13時 ～
司会 渡辺組織委員長兼役員室長

1.挨拶
小川代表

2.惜敗者ヒアリングの進め方について

階幹事長兼選対委員長

3.斉藤・野田両顧問からの経緯説明及び意見交換

4.その他
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2026年3月 3日

執行役員会 日常任車傘事会

'是

出

政治改革本部の構成 (案 )

本 部 長  階   猛 幹事長

日本部長代行  中野 洋昌 幹事長代行

日本部長代理  申川 康洋 国会対策委員長代行

・事 務 局 長  落合 貴之 政務調査会長代行

(衆議院政治改革特筆頭理事)

(今後、追加・変更あり)
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2026年 3月 3日 執行役員会提案

クラウドフアンディングの実施について (案 )

幹事長 階 猛

1.趣旨

中道改革連合に結集し立候補しながらも、今回の衆議院議員選挙で惜敗さ

れた方々への支援をより手厚く行うため、下記の要領にてクラウドフアンデ

ィングを実施する。

2.具体的な内容

(1)日標金額…年内を目途に 1億円。

(2)実施時期…口座開設など準備が整い次第、3月上旬から中旬には開始を

予定。

(3)実施会社…コングラント株式会社 (過去、複数の政党のクラウドフアン

ディングを実施していることから選定)。

(4)手法…寄付型のクラウドフアンディングとし、頂いた寄付は、通例の政

党への寄付と同様の方法で会計処理し、党の収支報告書に記載する。

(5)使途…他の一般的な寄付と切り分け、クラウドフアンディングで頂いた

寄付は、年内に公認する総支部長の活動費として充当することを明確に記載

する。

(6)返礼…寄付者への返礼 (リ ワー ド)は、代表・幹事長による御礼動画や

直筆色紙、寄付者が望む党所属国会議員との電話、国会見学会などを想定。
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中道改革連合、立憲民主党、公明党
政務調査会 役員 。部会長一覧

2026年2月 27日硯夜

中道 立憲 公 明

正ダ務調査会長 岡本 三成 徳永 エリ 柳 野  ′△｀汚
政調会長代行 落合 貴之 杉尾 秀哉 上田 勇

政調副会長

國重
近藤
山岡
河西

徹
和也
達丸
宏一

石垣

柴
君B山
1真

のりこ

りょう

平木 大作
杉 ス武
里見 隆治
伊藤 孝江

部 会 名 中  道 立  憲 ′
ム
｀ 明

内 閣 第 一 後藤 祐一 杉尾 秀馘 建日 哲十1ユ

内 閣 第 二 大島 敦 塩村 あやか 司 隆史

総  務 田嶋 要 岸 真紀子 富幡 勝

法  務 西村 智奈美 打越 さく良 横山 信一

外  交 折藤 和十h 田島 麻衣〒 平木 大作

安 全 保 障 河西 宏一 広田 一 石川 博崇

財 政 ・ 金 融 伊佐 進一 柴 慎一 杉 ス武

文 部 科 学 浮島 智子 古賀千景 下野 六太

厚 生 労 l動 湾地 雅一 旭ヽ西 洋之 川村 雄大

農 林 水 産 野間 健 石垣 のりこ 高橋 光男

経 済 産 業 山岡 達丸 古智 ク十 竹内 首
~

国 土 交 通 福重 I堡浩 達肪 三浦 信祐

環  境 輿水 薫 一 三上 えり 原田 大二郎

決算・ 行政監視 菊田 真紀子 吉田 熊智 上田 勇

復 興 ・ 防 災 金子 恵美 小沢 牙住仁 佐メマ木 琴佳文

こ ど も 家 庭 早稲田 ゆき 高木 真理 窪田 哲也
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企業建麗体献壼姶錢翻機亀姶ぬ撻翁新筵轍紳綴紗

政 治 団 体

その他の団体

同一の相手方

総枠制限 |に対する個別
制限

制限なし
↓

年間
2,000万円

制 1壊な
↓
し

年 F。電
1億円

年間
5,000万円
↓

年 F爾弓
2,000万円

金銭等に限り禁止
その他は制限なし

政党・政治資金
団体

総枠制限

同一の相
手方に対
する個別

制限

補J限なし

金銭等に限り禁止

※政党から公職の候補者
に対するものは

R9.¬ ,1～

会社・労働組合・職員団体・

その他の団体

総枠制限
同一の相手方に
対する個別制限

補ull晨なし
↓

年 F露9上 ll農割合(2割 )
を設ける

資本金・組合員数等
に応じて、年間
750万～1億円

企熊 日団体献金を説銀薄能な置典党支部を
都蓮府県連iこ限る

※ 将来鞠にlよ、政梵法のガバナンスに
離する政党のみが、企業 け國体献金を

禁  止

個人

総枠常」限
同一の相手方
に対する個別

制限

年間
2,000万円

(なし)

1年間
1150万円

年間
1,000万円  :年 F口掲

公職の候補者に 1150万
円

対するものは金
銭等に限り禁止 1金銭等に限り

:'子冬1とと

!その他は
1年
間
i150万円

寄附者

1政党
・政治資金団体

資金管理団体

資金管理団体
以外の政治団体

公職の候補者

そ
の
他
の
政

'台団
体



政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱

第一 会社等の寄附の規制強化
― 個別制限の創設            (第 22条第 4項関係 )
会社、労働組合、職員団体その他の団体 (政治団体を除く。)の

する政治活動に関する寄附は、各年中において、同一の政党又は同

一の政治資金団体に対しては、政治活動に関する寄附の総額の限度

額の 5分の 1に相当する額を超えることができない。

二 会社等の寄附を受けることができる政党支部の制限
(第 21条関係)

1 会社、労働組合、職員団体その他の団体 (政治団体を除く。)
のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部に

ついては、 3による届出がされている指定政党支部に限るものと

する。

2 政党は、会社、労働組合、職員団体その他の団体 (政治団体を
除く。)か ら政治活動に関する寄附を受けることができる支部と
して、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その

区域につき―に限り、指定することができる。

3 政党は、 2による指定をしたときは、直ちに、文書で、その旨
並びに指定政党支都の名称及び主たる事務所の所在地を総務大臣

に届け出なければならない。その指定を取り消したとき等又はそ

の届け出た事項に異動があったときも、同様とする。

4 3に よる届出があつたときは、総務大臣は、当該届出に係る事
項を、遅滞なく、官報への掲載、インターネットの利用その他の

適切な方法により公表しなければならない。

第二 政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化
― 総枠制限の創設          (第 21条の 3第 5項関係)
政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄

附は、各年中において、 1億円を超えることができない。
三 個別制限の創設及び強化       (第 22条第 1項関係)
政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄

附は、各年中において、同一の政治団体に対しては、2000万 円

1
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を超 えることができない。

※ 現行法の個別制限 :政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対して
5000万 円

第二 その他
― 施行期日                 (附 則第 1条関係 )

この法律は、令和 9年 1月 1日 から施行する。ただし、次に掲げ

るものは、次に定める日から施行する。

1 二及び三 公布の日
2 第一の二 2から4まで 令和 8年 10月 1日
二 個人の寄附に係る税制上の措置に関する検討 (附則第 2条関係)
個人のする政治活動に関する寄附を促進するため、個人が政治活

動に関する寄附をした場合の租税特別措置法に定める所得税額の特

別控除に係る次に掲げる事項については、速やかに、検討が加えら

れ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。

1 その控除率を100分の40以下の範囲内において引き上げる
こと。              ※ 現行法の控除率 :100分の30
2 その適用の対象に、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会
の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長に

係る資金管理団体に対してする政治活動に関する寄附を追加する

こと。         ※ 現行法の適用の対象 :政党及び政治資金団体
三 政党法制に関する検討等          (附 貝U第 3条関係)

1 政党の政治活動の公明と公正の確保が図られるよう、政党の組
織、管理運営等に関する法制度の在り方について検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。

2 1の措置が講じられるに当たつては、当該措置に基づく法制度
の適用を受けない政党が会社、労働組合、職員団体その他の団体

(政治団体を除く。)か ら政治活動に関する寄附を受けることを

禁止する措置が、併せて講じられるものとする。

2
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国会対策委員会 役員

国会対策委員長 重徳和彦

国会対策委員長代行 中川康 洋 (議運理事)

筆頭副委員長 興水恵―  (政策担当)

副委員長 野 間 健  (参議院担当)

副委員長 吉 田宣 弘  (参議院担当)

副委員長 早稲田ゆき (総務担当)

副委員長 中 ,II宏 昌 (総務担当)

2026年 2月 19日 国対役員会決定

2026年 2月 24日 執行役員会報告

以上
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2026年  3月  3日
選挙対策委員会

第 1回常任幹事会提出資料

1

(選挙対策委員長)

(協議 。議決事項)

京都府知事選挙に向けた候補者の推薦について (別紙参照)

告示日:3月 19日  投票日:4月 5日
西脇 隆俊  (現職 2期・満70歳 /京都府知事)
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